
               平成２６年１０月１７日 

日本原子力発電株式会社 

日本機械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格」 

＜第Ⅰ編 軽水炉規格＞に係る報告要求に対する 

当社発電所の調査結果の報告について

当社は、平成２６年９月１７日付で原子力規制委員会から発出された指示『日本機

械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格」＜第Ⅰ編 軽水炉規格＞に係る報告

について』※に基づき、当社の東海発電所、東海第二発電所および敦賀発電所の設備

について調査を実施しました。  

その結果、同規格に基づく再試験を実施したものがなかったことを確認し、本日、

原子力規制委員会に報告しました。 

 ※「日本機械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格」＜第Ⅰ編 軽水炉規格＞に係る報告について」 

原子力規制委員会（以下「委員会」という。）は、日本機械学会より「JSME 発電用原子力設備規格 設計・建設規

格(2012 年版(2013 年追補含む))〈第Ⅰ編 軽水炉規格〉(JSME S NC1-2012/2013) 正誤表」(平成２６年９月１１日

付)が発行されたことを踏まえ、発電用原子炉設置者等に対し、下記１及び２について、平成２６年１０月１７日までに

委員会へ報告するように求めることとする。報告の結果、再試験の実施の有無や訂正後の規定への適合性が確認

できない場合は、更なる対応を求めることとする。 

なお、発電用原子炉施設以外の原子力施設等については、別添の規則に当該規格の直接の引用はないが、別

添の規則への適合のために当該規格を適用しているか否かについて、報告を求めることとする。 

記

１．別添の規則への適合が義務付けられている材料のうち、標記日本機械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設

規格」＜第Ⅰ編  軽水炉規格＞の正誤表に該当する規定番号PVE-2332（2005年版（2007年追補版を含む）又は

2012 年版）に基づき再試験を実施したものの有無について、報告すること。

２．１．により再試験を実施したものが有る場合、当該材料が使用されている箇所及び当該材料が訂正後の規定番号

PVE-2332（2005 年版（2007 年追補版を含む）又は 2012 年版）に適合しているか否かについて、報告すること。

添付資料：破壊靱性試験の再試験実施状況に関する調査結果について
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